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とやま中央会 FAX 情報 

２０１９．４．１５ 発行 №５５７ 

 

中小企業組合等課題対応支援事業の公募開始のご案内 

 

環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ（新たな販路開拓・付加価値の創造、既存事

業分野の活力向上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の継承、海外展開戦略、各種リ

スク対策等）について、中小企業連携グループ※が改善・解決を目指すプロジェクトを支援する中小企

業組合等課題対応支援事業の公募が開始されました。 

本事業は昨年度まで、中小企業活路開拓調査・実現化事業としておりましたが、本年度より都道府県

中央会による伴走型支援を可能とするため、名称が変わりました。内容については変更はございません。

（※本事業の支援対象は、中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業

の連携グループです。） 

 

１．募集期間 

 平成３１年４月１日（月）～令和元年７月１日 

（月） 

第一次募集：４月１日（月）～５月７日（火） 

第二次募集：５月８日（水）～７月１日（月） 

いずれも当日消印有効 

２．事業概要 

（１）中小企業組合等活路開拓事業 

   （展示会等出展・開催事業を含む） 

中小企業連携グループが、自らまたはメンバ 

ーの新たな活路を見出すための様々なプロジェ

クトを支援します。以下の類型のプロジェクト

を実施することができます。 

・調査研究型：新分野への進出等をするための調  

査・研究、将来ビジョンの策定等 

・実現化型：構想やビジョンをカタチにするため、  

試作開発や実証実験を通じて、実用化・具現化  

しようとするもの等 

・展示会等求評型：新製品等を国内／海外の展示 

会等に出展、または開催して販路開拓戦略を構 

築するもの等 

（２）組合等情報ネットワークシステム等開発事  

 業 

 中小企業連携グループやメンバーの活路開拓 

に資する情報システム開発等に係るプロジェク

トを支援します。 

・基本計画策定事業：情報ネットワークシステ  

ムを構築する前提となる組合事業等への業務

分析、計画立案、ＲＦＰ（提案依頼書）策定等

の調査研究のためのプロジェクト 

・情報システム構築事業：情報ネットワークシス

テムの構築、メンバー向け業務用アプリケーシ

ョンシステムの開発、普及のためのプロジェク

ト 

（３）連合会（全国組合）等研修事業 

  全国地区の連合会（組合）等がその会員及び

組合員等を対象として、具体的な課題解決や活

路開拓の実現につながる検討等を内容とする

研修プロジェクトを中心に支援します。 

※所属員が 15都道府県に存する団体が対象 
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３．補助金額・補助率  

【補助金額】 

（１）中小企業組合等活路開拓事業 

Ａ型：上限 20,000千円（下限 100万円） 

Ｂ型：上限 11,588千円（下限 100万円） 

Ａ型は、補助金申請額が 11,588千円を超えなお

かつ事業終了後 3年以内に組合等又は組合員等の

「売上高が 10％以上増加することが見込まれる」

又は「コストが 10％以上削減されることが見込ま

れる」事業に限ります。 

（２）組合等情報ネットワーク等開発事業 

Ａ型：上限 20,000千円（下限 100万円） 

Ｂ型：上限 11,588千円（下限 100万円） 

Ａ型は上記と同様 

（３）連合会（全国組合）等研修事業 

 上限 210万円 

【補助率】補助対象経費の 10分の 6の範囲内 

     （（１）～（３）全事業共通） 

４．お問い合わせ・お申し込み先 

全国中小企業団体中央会 振興部 

ＴＥＬ．０３－３５２３－４９０５ 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-26-19 

全中・全味ビル 

 詳細は下記ＵＲＬよりご確認ください。 

https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/entry2

019/2019kadaitaiou_project2.html 

 

◇ キャッシュレス推進セミナーの参加者を募集

しています 

 

 富山県ではキャッシュレス推進セミナーを開催

します。 

令和元年 10 月から消費税率が引き上げられた

場合、国においてはキャッシュレス決済によるポ

イント還元等の支援が検討されています。また、

事業者の生産性向上や顧客の利便性向上の観点か

らも、キャッシュレスの導入が重要となっていま

す。 

 当セミナーでは、キャッシュレスにかかる決済

端末の導入支援制度、導入による成功事例の紹介

などのほか、キャッシュレス決済事業者によるサ

ービス説明や個別相談会を行います。参加は無料

です。ぜひご参加ください。 

 

１．開催日時・場所  

【富山会場】 

 令和元年５月７日（火）１４時～１７時 

 富山県民会館（富山市新総曲輪 4-18） 

第１部 １４時～１６時 611号室 

第２部 １６時～１７時 612・613号室 

【高岡会場】 

 令和元年５月８日（水）１０時～１３時 

 高岡商工ビル（高岡市丸の内 1-40） 

第１部 １０時～１２時 大ホール 

第２部 １２時～１３時 大ホール 

２．内容  

【第１部】 

（１）キャッシュレス推進の意義・導入支援制度 

   消費税軽減税率及び対策支援制度 

   講師： 経済産業省 中部経済産業局 

（２）キャッシュレス導入による成功事例紹介 

   講師：株式会社ブルーコムブルー 

      代表取締役社長 松田 英昭 氏 

（３）キャッシュレス決済サービス概要説明 

   説明者：キャッシュレス決済事業者 8社 

【第２部】個別相談会 

３．申込締切 平成３１年４月２６日（金） 

 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 

https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/entry2019/2019kadaitaiou_project2.html
https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/entry2019/2019kadaitaiou_project2.html
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４．お問い合わせ・お申し込み先 

富山県商工労働部 商業まちづくり課 

ＴＥＬ．０７６－４４４－３２５３ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－４４０３ 

E-Mail ashogyo@pref.toyama.lg.jp 

 下記より参加申込書をダウンロードいただき、

ＦＡＸ又はメールにてお申込みください。 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1306/kj000

20226.html 

 

◇ 消費税の軽減税率制度等に関する説明会開催

のご案内 

 

 令和元年 10 月 1 日に消費税率が 10％に引き上

げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実

施されます。 

 国税庁では、全ての事業者の方に軽減税率制度

についてご理解いただけるよう、各地域において

「消費税の軽減税率制度等説明会」を開催します。 

 

１．開催日・開催場所  

【富山税務署】 

 富山丸の内合同庁舎 ５階 共用会議室 

 （富山市丸の内 1丁目 5-13） 

 平成３１年４月１７日（水）、２４日（水） 

令和元年 ５月２２日（水）、２９日（水） 

      ６月１２日（水）、１９日（水） 

【高岡税務署】 

 高岡市ふれあい福祉センター多目的ホール 

 （高岡市博労本町 4-1） 

 平成３１年４月１８日（木） 

高岡税務署 ２階 会議室 

 （高岡市博労本町 5-30） 

 令和元年５月 ９日（木）、２８日（火） 

     ６月 ５日（水）、１３日（木） 

【魚津税務署】 

 魚津合同庁舎 ５階 共用会議室 

 （魚津市新金屋 1-12-31） 

 平成３１年４月２２日（月） 

令和元年 ５月２１日（火） 

      ６月１８日（火） 

 

【砺波税務署】 

 砺波税務署 ２階 会議室 

 （砺波市本町 13-19） 

 平成３１年４月２５日（木） 

 令和元年 ５月２７日（月） 

      ６月２１日（金） 

２．開催時間  

 午前の部 １０時３０分～１１時３０分 

 午後の部 １３時３０分～１４時３０分 

３．内容  

（１）軽減税率制度（対象品目・帳簿及び請求書  

等の記載方法など）の概要 

（２）適格請求書等保存方式（インボイス制度） 

の概要 

（３）軽減税率制度に対応するための中小事業者 

への支援措置（補助金等）について 

※どの時間帯、会場も説明内容は同じです。 

※会場の収容人数には限りがありますので、満席

の際には入場できない場合がございます。 

４．お問い合わせ・お申し込み先 

金沢国税局 課税部 事務処理センター 

ＴＥＬ．０５７０－０３－８１２１ 

 

◇ ２０１９年工業統計調査の実施について 

 

 工業統計調査は、国の工業の実態を明らかにす

ることを目的とした統計法に基づく報告義務があ

る重要な統計です。 

 調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎

資料として利活用されます。調査時点は 2019年 6

月 1 日です。5 月から順次調査票の配布を行いま

すので、調査票へのご回答をお願いいたします。 

 

●2019年工業統計調査は、従業者 4人以上の全て

の製造事業所を対象に、2019年 6月 1日時点で実

施します。 

●工業統計調査は、わが国における工業の実態を

明らかにすることを目的とする政府の重要な調査

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1306/kj00020226.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1306/kj00020226.html
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で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査

です。 

●調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国

及び地域行政施策のための基礎資料として利活用

されます。 

●調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の

目的以外（税の資料など）に使用することは絶対

にありません。 

●調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答

をよろしくお願いいたします。 

 

◇ 富山県中小企業団体中央会 通常総会の開催

について 

 

 本会では、平成 31年度通常総会を下記の通り開

催いたしますので、会員の皆様のご出席をお願い

いたします。 

 

１．開催日時 

 令和元年５月３１日（金）１４時～ 

２．開催場所 

 富山国際会議場 ２階 多目的会議室 

 （富山市大手町 1-2） 

 正式な開催案内は、別途郵送いたします。 

３．お問い合わせ先 

富山県中小企業団体中央会 総務課 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

         

◇ 平成 30年度補正「ものづくり・商業・サービ

ス生産性向上促進補助金」富山県地域事務局移転

のお知らせ 

 平成 30年度補正「ものづくり・商業・サービス

生産性向上促進補助金」富山県地域事務局は下記

のとおり移転します。 

 

（旧）富山商工会議所ビル 別館８階 

   （富山市総曲輪 2-1-3） 

（新）富山商工会議所ビル 別館２階 

   （富山市総曲輪 2-1-3） 

※電話番号は変更ありません。 

 

◇ 「５月１５日を中心とした田植え」の推進に

ついて 

 

 富山県米作改良対策本部では、近年の高温傾向

に対応した米の品質向上対策として、平成１５年

以降、関係機関・団体が一丸となって、「コシヒ

カリ」の「5月 15日を中心とした田植え」の推進

に取り組んでいます。 

 近年の 5 月 10 日以降の田植え実施率は 70％程

度にまで上昇し、30年産米の 1等比率は、5年連

続して北陸 4県で最も高い値となりました。また、

富山米新品種「富富富」についても約 99％と極め

て高い 1等比率となりました。 

 平成 31年産米においても、富山米の品質・食味

の向上を図り、産地間競争に打ち勝つため、この

取組みを一層推進していきたいと考えています。 

 本県農業は兼業農家が大半を占めていることか

ら、本取組みの推進には企業経営者の皆様方の各

段のご配慮をいただきますようよろしくお願いい

たします。 

お問い合わせ先 

富山県農林水産部 農産食品課 農産食糧係 

ＴＥＬ：０７６－４４４－３２８３
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